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 Regulations on safety measures for nuclear power plants, such as measures against natural disasters and severe 
accidents, have been significantly strengthened 1). Based on the lessons learned from the Fukushima Daiichi 
Nuclear Power Station accident, this is a major feature of adding preparations for severe accidents to the 
regulation target from the voluntary measures of the operator. In particular, measures for earthquakes, tsunamis, 
natural disasters, terrorism and fires have been strengthened and newly established from the conventional 
regulations. Dr. Fuketa, the Chairman of NRA answered in the Diet that there is no physical basis for one-time 
60-year driving, and the legislature, or "one-time" wording, can be used to enable driving up to 80 years in the 
United States. In addition, the operating period of the nuclear power plant due to the delay in the safety 
examination for the application of the novelty standard should be changed from the past years to the operating 
period of the actual neutron irradiation and the reactor year. No country has shut down an operational nuclear 
power plant after a decade of regulatory review. It is possible by amending the law in the legislature. 
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１．はじめに 

 原子力発電所の安全対策に対して、自然災害や過酷事

故対策など、これまでの規制が大幅に強化された１）。こ

れは福島第一原子力発電所事故の教訓を踏まえ、過酷事

故（シビアアクシデント）に対する備えを事業者の自主的

な対策から、規制対象に加えたことが大きな特徴である。

特に、地震や津波、自然災害やテロ・火災に対する備えが、

従来の規制から強化・新設された。事業者は、この新規制

基準に沿って、設備の新設や性能の向上、運用面での体制

整備などが求められる。日本が地震国であることも踏ま

え、規制委員会では「日本の原子力規制は、世界で も厳

しいレベルをめざす」（田中俊一元委員長）として出発し、

原子力発電所の運転を停止させて、当初の「半年が目安」

から大幅に超え、数年かかる審査になった発電所も多い。 

 

２.五重の壁の崩壊と深層防護の再構築 

福島第一原子力発電所の事故前まで、深層防護とほぼ

同義に使われていた「五重の壁」と呼ばれる図 1 に示す

考え方があった。これは①燃料ペレット、②燃料被覆管、

③原子炉圧力容器、④原子炉格納容器、⑤原子炉建屋の５

つの物理的な障壁で放射性物質の環境への放出を防ぐと

いう、構造強度とその健全性を主体にした安全性の説明

がなされていた。しかし、「崩壊熱を十分に冷やすことが

できない」という根本原因だけで、①燃料ペレットは溶

融、②燃料被覆管のジルコニウム合金は高温で水と反応

して水素を発生して燃料集合体は崩壊、③圧力容器の底

部または胴が溶融燃料で損傷して、④格納容器底部床に

落下、格納容器内の気体を加熱して圧力・温度が上がっ

て、格納容器の頂部フランジから、放射性物質と水素が漏

えいし、⑤原子炉建屋上部に蓄積した水素が爆発して、原

子炉建屋は木端微塵（こっぱみじん）に破壊された。構造

健全性は、材料の許容温度範囲内で使われるという前提

で設計されて確保されているが、その温度範囲を逸脱す

ると、材料はいとも簡単に、①溶融、②水と反応して水素

発生、③溶融、④漏洩、⑤水素爆発へと進んでしまったの

である。五重の壁とその崩壊は、国民の原子力発電所の安

全性に対する信頼の崩壊と繋がった。各層のバリアが構

造強度設計だけでは確保できないことは、以上に述べた

とおりであり、深層防護の考え方を抜本的に再構築する

必要が生じた。 
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図1 五重の壁とその崩壊（穴あきチーズ）[1] 

 

 
図２ 五層の深層防護と冷却源確保[1] 

 
図２は、新規制基準の基本的な考え方となっている。五

層からなる深層防護の考え方と冷却源確保戦略である[3]。

深層防護の各層は第５層を除き、必ず冷却源確保を必須

条件としている。第１層は通常運転時であるが、主復水器

を介して海をヒートシンクとしている。第２層の異常過

渡時も基本的には主復水器で冷却しており、負荷遮断や

給水喪失時は、スクラムして炉心の核分裂反応を止め、残

留熱除去系（RHR）による崩壊熱除去運転モードに入る。

このRHR系は、海水冷却系を介して海をヒートシンクと

している。第３層の非常用炉心冷却系（ECCS）は、復水

貯蔵タンクなどの水源から炉心や格納容器に注水して冷

却後、RHR系による崩壊熱除去モードに入る。第４層は、

ECCS や格納器スプレイなどの冷却が確保できない場合

に、過酷事故に発展しないように、モバイルの注水ポンプ

や電源車を使って冷却モードに入る人的な過酷事故緩和

活動である。注水・蒸発冷却（Feed and Breed）を基本と

し、ヒートシンクは大気または、RHR系を介した海水で

ある。また、格納容器の内圧が高くなった場合には、再循

環冷却システムや代替循環冷却で海水に熱を逃がすか、

格納容器の損傷を防止するために、フィルターベントを

使って、格納容器内の放射性物質を除去しながら、大気に

蒸気を逃がす。更に、テロ対策としての特定重大事故対処

施設にも注水冷却やフィルターベントを用いた注水・蒸

発冷却を行う。このように、新規制基準では、第１層から

第４層の全てに注水冷却と崩壊熱除去のための冷却源

（ 終ヒートシンク）が用意されることとなった。 

このように、深層防護は 同じ機能を異なる動作原理・

機序で実現する多様な機器を複数設けることを特徴とす

る。図３に新規性基準に基づく安全対策の概要を示す。 

福島第一原子力発電所の事故では、地震により外部電

源喪失が発生し、津波による被水で２台の非常用ディー

ゼル発電機が共倒れした。福島第二原子力発電所でも、海

水熱交換器建屋内に設置されていた複数系統の海水冷却

ポンプが同時に被水して停止し、補機冷却系が全系統停

止したため、補器冷却系から冷却水の供給を受けていた

水冷非常用ディーゼル発電機が作動不能となり、ECCSポ

ンプも軸受けの潤滑油の冷却ができなくなるなど、複数

の ECCS 系統が共倒れ（全滅）して、一時は原災法第１

５条通報をするなどの危機に陥った。 

この危機は、海水ポンプをメーカの工場や柏崎刈羽発

電所から自衛隊のヘリコプターによる空輸やトラックに

よる陸送で交換し、補器冷却系の機能回復により炉心注

水や格納容器冷却が可能となり、危機を脱している。この

ように従来の非常用炉心冷却系（ECCS）は海水ポンプの

「津波による共倒れ」という共通原因故障により非常時

に機能を果たすことができなかった。これは従来の安全

系の設計上の重要な反省事項である。このことから、わが

国の原子力発電所では多様な炉心注水システムが用意さ

れた。また、英国（UK）の原子力発電所のECCS系統も

多重性のほかに多様性を持たせて、炉心冷却系の共倒れ

を防ぐ設計が重視されている。 

 

３．「止める」「冷やす」「閉じ込める」 

 原子炉で異常・故障などが発生した際に、放射性 

物質が発電所の外へ漏れ出ることを防ぐことが重要であ

る。そのための機能は、大きく分けて、①異常 

を検知し自動的に制御棒を挿入して原子炉を停止させる

「止める」機能②停止後、原子炉の燃料の破損を防ぐため

冷却を続ける「冷やす」機能③放射性物質を発電所外に出

さないため多重の格納をする「閉じ込める」機能の３つか

らなる。とくに「冷やす」機能の確保は、冷却に失敗し、

燃料が損傷してしまった福島事故の教訓からも、新規制

基準の中で重要視されている。原子炉を停止した後でも、

燃料のウランは核分裂生成物（Fission Product: FP）が安定



な部室になるまで核壊変し、崩壊熱を発生し続ける。十分

に冷却しないと高温になって水ジルコニウム反応燃料被

覆管の酸化による発熱により燃料が溶融（メルトダウン）

する。このため、この熱を継続的に取り除き、原子炉内の

水温を 100 度以下の安定した状態（冷温停止）にする必

要がある。 

 

図３ 新規制基準に基づく安全対策の概要[1] 

 

４.「注水」「減圧」「除熱」 

シビアアクシデントが発生した際でも「注水」「減圧」

「除熱」は、冷却のために不可欠な作業である。シビアア

クシデントでは、深層防護の観点から、もともと備わって

いた電源がすべて失われた全電源喪失時の対策が要求さ

れている。 

 まず、①原子炉の中心部で圧力容器内の燃料や制 

御棒、冷却材（水）がある炉心の損傷を防ぐ対策が必要で

ある。また、②炉心損傷が起きたとしても圧力容器や高エ

ネルギー配管を収納する格納容器の損傷を防ぐ対策を備

える必要がある。さらに③格納容器が破損した場合も放

射性物質の拡散を防止する対策をとる。万が一、炉心の冷

却に失敗し、燃料が自身の熱により損傷、溶融するなどし、

圧力容器が破損（炉心損傷）したとしても、格納容器を破

損させないための対策が求められる。燃料の高温状態が

続くことで、燃料を覆う金属（被覆管）と水蒸気が化学反

応を起こし、反応熱と水素が発生する。福島第一原子力発

電所の事故では、格納容器から漏れ出た水素が、建屋内上

部に高濃度で溜まり、水素爆発を起こした。格納容器の破

損を防ぎ、水素や放射性物質の放出を低減させる必要が

ある。 シビアアクシデント時には、圧力容器から漏れ出

た蒸気により格納容器の内部の圧力が高まり、そのまま

では過圧破損に至る。そのため格納容器の冷却や減圧が

必要になる。格納容器内の圧力や温度を下げるために、放

射性物質を漉し取り、蒸気を排気するフィルターベント

を設置する。また、炉心損傷により、格納容器の下部に落

下した燃料を冷やすための注水ラインを新たに設ける。

さらに、水素爆発を防ぐため、水素濃度を低減する装置や

原子炉建屋上部から排気する設備を設置する。 

 

 

 図４ 炉心および使用済燃料プールへの注水[1] 

 

 

図５ 格納容器破損防止対策[1] 

 

５．自然災害への対策強化 

新規制基準では、新たに火山活動、竜巻、森林火災など自

然災害から、原子炉設備の安全機能が一斉に失われる「共

倒れ」を防止する対策を求めている。地震の揺れや活断層

に対する新たな基準を策定自然災害やテロ・火災対策な

どのイメージを図７に示す。 

地震・津波対策も大幅に強化された。地震対策では、耐

震の基準となる地震動や活断層の調査・評価を改めて行

うことを求めており、断層のずれや変形がなければ活断

層でないと判断される（図６）。明確に活断層でないこと

が判断できない場合は、断層の活動性の評価が求められ

る。これらの断層評価や地質評価などは、新規制基準の適

合審査の審査会合全体の７割を占めている。 

さらに、より精密な「基準地震動」の策定を求めている



 

ため、原子力発電所の敷地の地下構造により、地震動が増

幅される場合もあるため、敷地の地下構造の調査・解析が

必要となる（図４）。 

 
図６ 活断層が過去に動いていないことの認定基準[3] 

 

６.自然災害と系統分離 

地震や津波、森林火災、竜巻などの自然災害に対しては、

共通原因故障を防ぐために、配管系統やケーブル系統を、

物理的に設置位置を分離し、近接している場合は隔壁を

設けて相互に独立させるなど系統分離の考え方で設計す

ることが重要である。 

 

図７ 各種の津波対策[1] 

 

図８ フィルターベントの役割[4] 

新規制基準では、とくに津波対策は大幅に強化され、事

業者（電力会社）は、防潮堤の建設、水密扉の設置などの

対策を実施した（図７）。このため、津波への耐性は、大

幅に高まった。また、意図的な航空機衝突を想定した、特

定重大事故対処施設（特重）の設置が要求された。原子炉

建屋への衝突影響やエンジンが建屋に衝突後に他の重要

構造物などへ 

の衝突、構造物などへの衝突、航空機燃料の飛散や火災鎮

火なども考慮された。意図的な航空機衝突やテロ攻撃に

対処するため、堅牢な地下要塞（バンカー）のなかに炉心

損傷を防ぐ注水ポンプや非常用発電機、原子炉の操作盤、

水源なども設置され、PWRにおいてはフィルターベント

も特重施設として設置され、BWRでは過酷事故時の対策

として設置した。 

 

７.緊急時の現場の人的な対応力強化 

新規制基準では、設備・機器の設置（ハード面）の対策

に加えて、緊急時の現場の対応力（ソフト面）強化も要求

されている。両者が一体となり、安全性の機能が発揮され

ることが重要になる。特に、シビアアクシデント対策では、

現場作業がカギを握る。新規制基準では、シビアアクシデ

ント対策をはじめ、火災対策などについて、具体的な対策

が要求されているが、その設備面での対策と同時に、手順

書の整備も必要とされている。手順書は、現場の作業員の

マニュアルとなるもので、初動対応や設備・機器の操作手

順などを定めている。あわせて実地訓練も必要とされる。

事業者（電力各社）では、すでに、津波やシビアアクシデ

ント、テロに対応した訓練を実施している。（図９） 

 世界各国では、安全性を高めた原子力発電の建設が

続々と開始され、また米国では大型軽水炉の80年運転

がすでに数基許可されている。このように世界は原子力

推進の潮流にあり、我が国でも脱炭素電源の切り札とし

て2050年までに原子力発電所の新増設、リプレースを

すべきである。 

以上の福島第一原子力発電所の事故の教訓として、格

納容器の内圧と温度が上昇し、格納容器から放射性物質

で汚染された蒸気や水素のリークが発生する前に、フィ

ルターベントを用いて、放射性物質を濾し取ってから圧

力と崩壊熱をベントし、格納容器の内圧を下げてからで

あれば、主蒸気逃がし安全弁などを用いた原子炉の減圧

が可能となり、低圧ポンプを用いた炉心注水が可能とな

る。 



 

図９ 重大事故時の注水訓練の実施[1] 

 

炉心注水に伴う多量の蒸気発生に対しても格納容器の

内圧が低ければ格納容器の損傷やリークを防止すること

ができ、地元の汚染も防止できる。 

また、我が国全てのフィルターベントに銀ゼオライト

（AgX またはモレキュラーシーブ）により有機ヨウ素が

1/100以下に除去されるため、小児甲状腺癌の発生リスク

も大幅に低減できる。このように、フィルターベントの設

置は、福島第一原子力発電所および第二原子力発電所で

発生した内圧の上昇をベントにより低下させることがで

き、地元の汚染も防止することができるのである。また、

改良EPDM材のゴムの耐熱・耐温度・耐放射線を特性が

大幅に向上しており、格納容器はよりリークしにくい構

造となっているのである。フィルターベントによる圧力

逃がし機能に加え、格納容器の熱に対する堅牢（ロバスト）

性を向上させることが可能となった[1]。 

図10に示すように、DFが1000でも敷地境界から外は有

意な汚染を生じなくなる。また、令和 2 年度から開始さ

れた、「銀ゼオライトによる放射性物質除去システムの高

度化」の経済産業省の補助事業では、FCVSの更なる性能

向上により DF は 1 億以上に上昇するため、敷地内での

汚染や被曝が防止可能となる。特に、補助事業では、水素

対策の触媒やキセノンなどの希ガスの吸着も可能となる

ので、FCVSの性能は更に飛躍的に高まり、緊急時対策所

などの希ガス対策にも貢献できると考えられる。 

図 11 は、中部電力浜岡原子力発電所の PRA の解析結果であ

る。フィルターベントの設置により、格納容器の減圧

とそれに続く低圧炉心注水に依り、炉心損傷確率は 3

桁低下した。また、大型ガスタービン発電機の設置な 

 
図10 FCVSによる有意な地元汚染の防止[4] 

 

どにより全交流電源喪失のリスクも低下し、合計で炉

心損傷頻度は 3.8×10-9/炉年と大幅なリスクの低減とな

った。このように、大幅なリスクの低減と放射性物質

の飛散防止により、図12に示すように、万万が一の場

合の緊急時避難も屋内退避となり、立地地域にお住ま

いの皆様に、明確な命の危険が及ぶことはなくなった。

これにより、訴訟の場合の、人格権の侵害は、根拠を

失った。人格権の侵害は原告本人や身近な人に明白な

命の危険が迫っている場合のみ成立するからだ。 

原子力発電所としては、既に開発され設計、建設実績があ

り我が国の原子力発電技術を結集した完成度の高い改良

型軽水炉であり世界的にも高く評価されているAPWRおよ

びABWRに福島第一原子力発電所の事故を踏まえた過 

 
図 11 浜岡発電所のPRA 評価結果（FCVS のCDF 低減効果） 
 



 

 

図12 PAZとUPZ圏内の避難対応[4]. 

 

酷事故対策を強化して建設することが 適である。 

更に、 近日本原子力学会は１F事故の教訓を踏ま

え、新設でこそできる安全かつ合理的な設計方針を取り

まとめた。この設計方針を取り入れたAPWRおよびABWR

を「次世代軽水炉」として2020年以降に新増設、リプ

レースしていくことを提言したい。また、建設工期が短

く資金負担も少ない、100%工場生産が可能な、輸出用

SMRの開発に着手すべきである。 

政府のグリーン成長戦略では、輸送、工場、業務、家庭

など全分野の電化拡大により2050年の発電量は現状より

30～50％増加すると推定している。一方、2050 年電力ベ

ストミックスの政府参考値は原子力+CCUS 付き火力の

合計で 30～40％としている。原子力発電は増加する全電

力の少なくとも35％は担うべきである。2050年までに再

稼動と60年運転、および3基の建設再開・運転開始だけ

であれば 2050 年における原子力発電は全発電量の 14%

程度と推定されるので、約20％を追加するには、約30GW

の新増設、リプレースが必要となる。 

過去に1960年代から約40年間で56基建設した実績

を考えればこれは不可能なことではない。建設地点は各

電力会社の敷地内で建設可能である。 

2050年カーボンニュートラル達成の為の全電力の35％

を原子力発電が担うに必要なコストは、再稼動と廃炉に

必要な約 14 兆円と、次世代軽水炉 24 基の新増設に必要

な建設コスト約 20 兆円、合計 34 兆円と推定され、再エ

ネに比べ費用対効果は遥かに大きく、実現性はより確実

である。リプレース、新増設が決まれば、人材育成が活発

となり、産業基盤の復活を実現し、今後のエネルギー資源

の争奪のなかで、エネルギー安全保障強化が達成できる。 

福島第一原発事故の反省から安全対策は飛躍的に強化さ

れている。福島原発事故以降の安全対策の強化は他国に

例を見ない。その結果、事故の発生確率は 1 億分の１に

低下した。日本の原発こそ自然災害に対して も強靭か

つ安全な電源である。この原子力発電所の強靭性を正当

に評価すべきである。 

原子力発電所の物理的寿命は、原子炉の炉心から

でる中性子による原子炉圧力容器への照射脆化や配管

などの腐食減肉や溶接部の熱的影響による残留応力、

温度ゆらぎによる金属の熱疲労、ポンプの吐出流の圧

力脈動に起因する高サイクル疲労とよばれる金属疲

労、コンクリートの劣化などであり、全世界の長年の

運転経験により、損傷の程度や損傷箇所が明らかにな

ってきており、適切な時期に適切な補修を行っていれ

ば、常にリニューアルプラントの状態にある。従っ

て、1回限りの60年運転の物理的根拠はなく、立法

府、つまり「１回に限り」の文言をとり、米国で実施

されている80年までの運転を可能とすることができ

る。 

 

８．結 言 

新規性基準とその基になっている深層防護の思想に基

づく各層の対策が強化され、安全性が飛躍的に向上し

た。今後、カーボンニュートラル達成のために火力発電

所の半数が廃止されるとすれば、新規性基準適用のため

の安全審査の遅れによる原子力発電所の運転期間は、歴

年から、実際に中性子照射を受けた運転期間であり炉年

に変更すべきである。また、40年超過プラントは、リニ

ューアル工事が徹底していれば、米国の規制のように80

年運転も可能なように、1回に限るという審査回数の制

限を削除し、二酸化炭素を排出しない電源としての原子

力を活用すべきである。更田委員長が国会で答弁された

とおり、立法府での法律改正をすべきである。 
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